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４．深川萬年橋景観重点地区 

 

○景観重点地区 

 

（１）景観重点地区 

景観重点地区とは、これからの江東区の良好な魅力ある景観の形成を進める上で、

重点的に景観の誘導及び保全を図る地区をいいます。 

一定の地区を景観重点地区として指定し、特色あるまちなみを形成することは、そ

こに暮らす住民の景観形成に対する意識が醸成されるとともに、生活にうるおいとや

すらぎを与えるだけでなく、来訪者を呼び観光振興に寄与するなど地域の活性化の面

からも効果が期待されます。 

今後、景観重点地区の指定については、地域の個性を生かした景観の形成を一層推

進するため、全区的な視点から、順次指定していきます。 

また、特定地域のより良い景観の形成を進めるためには、共通の目標やルールが必

要となります。そのために、地域の方々が主体となり、景観形成の基本方針、景観形

成基準の作成や運用していく組織づくりを検討し、連携していくための機運を今後高

めていきます。 

 

（２）都市景観重要建造物を活用した「景観重点地区」の指定 

   多数の内部河川や運河といった水辺空間に恵まれたことにより、約１３０の橋が架

かっていることも、江東区の特徴と言えます。 

これらの橋にはそれぞれ歴史があり、水辺の景観を構成する要素の一つとして地域

の中で存在感のある橋を、特に都市景観重要建造物として指定することは、魅力ある

歴史的景観を保全するために有効です。 

   平成１６年８月に、歴史的景観資源である４つの橋を都市景観重要建造物として指

定したことにより、その橋を中心とした一定の範囲で、橋を生かした地域の景観の形

成が重要であると考えています。（P６３参照） 

平成１９年４月に、都市景観条例に規定する「景観重点地区」として、萬年橋周辺

を「深川萬年橋景観重点地区」に指定し、景観形成の目標・基本方針・景観形成基準

を策定することにより、重点地区全体の特色ある良好な景観の形成を進めています。 
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○深川萬年橋景観重点地区（平成１９年３月江東区告示第４８号） 

 

（１）深川萬年橋景観重点地区 

萬年橋は古くから、まちのシンボルとして親しまれ、また、萬年橋を中心とする地

域は、小名木川と隅田川の合流点に位置し、江戸時代から物資の輸送経路の要として、

人々の生活を支えるとともに、粋で人情あふれる深川のまちを形づくってきました。 

萬年橋は昭和５年１１月に小名木川に架設された鋼製アーチ形式で、約８０年以上

経過した区道橋の中で唯一のアーチ橋で、道路照明灯、航路灯、親柱に特徴がありま

す。通りや隅田川テラスからよく目立ち、デザイン性や開放性、歴史性に富んでいま

す。また、萬年橋の周辺には、芭蕉記念館や芭蕉稲荷神社（芭蕉庵跡）、相撲部屋など

が立地し、江戸文化の名残を留めています。 

平成１６年には都市景観条例に基づく都市景観重要建造物に指定され、今も昔も、

水辺景観を彩る重要なまちのランドマークとして存在しています。 

深川萬年橋景観重点地区では、都市景観重要建造物の萬年橋を中心とした地域を指

定し、地区全体の特色ある良好な景観の形成を進めます。 

 

（２）対象区域 

深川萬年橋景観重点地区の位置は、萬年橋を含む周辺一帯とします。 

常盤一丁目、常盤二丁目、清澄一丁目 5～8 番、清澄二丁目 7～15 番、清澄三

丁目６～11番、新大橋二丁目１番１号（Ｐ７－対象区域図） 

その中で特に配慮すべき区域は、次のとおりです。 

①萬年橋周辺区域    ②萬年橋通り区域   ③深川芭蕉通り区域 

④小名木川沿い区域   ⑤横綱通り区域 

 

（３）景観形成の目標 

萬年橋がある地区は、かつて松尾芭蕉が住み、葛飾北斎が描いた場所であり、また、

伝統的な地場産業やまつりが見受けられるなど、歴史的・文化的な趣が背景にありま

す。 

萬年橋とその周辺地区の景観の形成にあたっては、萬年橋とともに育くまれた深川

の個性を大切にし、協調と調和をコンセプトに一体感のあるまちなみづくりを目指し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【隅田川テラスからの萬年橋】 
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○深川萬年橋景観重点地区の区域 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

※本図は、おおむねの区域を示したものです。 

深川萬年橋景観重点地区 

深川萬年橋景観重点地区の特に配慮すべき区域 

①萬年橋周辺区域 

②萬年橋通り区域 

③深川芭蕉通り区域 

④小名木川沿い区域 

⑤横綱通り区域 

凡 

 

 

例 

①萬年橋周辺区域 

②萬年橋通り区域 

③深川芭蕉通り区域 

④小名木川沿い区域 

⑤横綱通り区域 

新大橋一丁目 

新大橋三丁目 

新大橋二丁目 森下一丁目 

常盤一丁目 常盤二丁目 

清澄三丁目 
清澄二丁目 

清澄一丁目 

清洲橋 

萬年橋 

隅田川 

高橋 
小名木川 水辺の散歩道 

新小名木川水門

高橋夜店通り 

清澄通り 

清洲橋通り 

芭蕉記念館 

芭蕉庵史跡展望庭園 

江124号 

江 140号

江219号

江217号
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（４）景観形成の基本方針（景観法第８条第２項第２号） 

萬年橋は、古くから人や物の交流を生みだし、地域文化の架け橋となっています。 

今後は、この萬年橋を中心とした地区内の景観資源を結ぶ景観ネットワークづくり

を軸としつつ、地区全体の良好な景観の形成を進めます。 

景観ネットワークに沿った区域は、「特に配慮すべき区域」として定め、景観の形成

の基本方針を次のように定めます。 

 

○特に配慮すべき区域とその基本方針等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立 地 条 件 基 本 方 針 主な景観資源

　隅田川屈曲部との合流
点に位置し、隅田川テラ
スからは屈曲する隅田川
越しに清洲橋及び新大橋
の展望が開け、小名木川
に架かる萬年橋の全景を
望むことができます。

「北斎も　見まごうばか
り　萬年橋」

　萬年橋の見え方に配慮
するとともに、周辺の景
観が萬年橋に調和するよ
うに工夫する。

萬年橋、小名木川、芭蕉
稲荷神社、正木稲荷神社
芭蕉庵、芭蕉庵史跡展望
庭園、隅田川、清洲橋

　芭蕉記念館前から萬年
橋を渡り、清洲橋通りに
いたる通りで、深川芭蕉
通りや横綱通りと交差し
萬年橋へのアプローチと
なるほか、芭蕉記念館と
芭蕉稲荷神社とを結ぶ歴
史・文化との道としても
機能しています。

「まちなみも　歩いて渡
る　萬年橋」

　萬年橋をより引き立て
るように、一体感のある
連続した景観の形成に配
慮する。

萬年橋、芭蕉記念館、箭
弓稲荷神社、路地

　清澄通りと萬年橋通り
を結ぶ通りで、本区域の
東区間は清澄通りをはさ
んで商店街に連なってい
ます。

「四季の色　彩る常盤の
並木道」

　街路樹のサクラ並木を
いかすとともに、四季の
彩りを演出するように配
慮する。

六間堀跡、旧猿子橋、サ
クラ並木、路地

　高橋から新小名木川水
門にかけての運河沿いの
区間で、小名木川沿いは
「水辺の散歩道」が整備
されています。

「深川の　桜のトンネル
水に映え」

　小名木川の水辺とサク
ラ並木等をいかすように
配慮する。

小名木川、サクラ並木、
水辺の散歩道、中村芝翫
住居跡

　小名木川の南側に並行
して、清澄通りから萬年
橋通りまでの通りであ
り、相撲部屋が立地して
います。

「こもれびに　みどり溶
け込む　相撲部屋」

　横綱通りの名にふさわ
しい雰囲気づくりに配慮
する。

相撲部屋、旧三野村合名
会社、清洲橋、路地、清
澄二丁目公園

⑤横綱通り区域

配慮すべき区域

①萬年橋周辺区域

②萬年橋通り区域

③深川芭蕉通り区域

④小名木川沿い区域
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（５）良好な景観形成のための行為の制限に関する事項（景観法第８条第２項第３号） 

次に掲げる建築行為等を行おうとする者は、景観法第１６条第１項の規定に基づき、

資料編の建築行為等の届出日、届出に関する必要書類を確認のうえ、区長に対して届

出を行うものとします。 

届出の際には、景観法第８条第３項第２号に規定する規制又は措置の基準である「 

深川萬年橋景観重点地区における景観形成基準」に適合するものとします。 

また、この深川萬年橋景観重点地区では、重なる地域の一部において「清澄庭園景

観形成特別地区の景観形成基準」、「下町水網地域の景観形成基準」及び「隅田川景観

基本軸の景観形成基準」も併せて適用されます。 

なお、この景観形成基準（建築物又は工作物の形態・意匠に関わるものは除く。）に

適合しないと認められるときは、景観法第１６条第３項に規定する「勧告」の対象と

なり、建築物又は工作物の形態・意匠に関わるものについては、景観法第１７条第１

項に規定する「変更命令」の対象となります。 
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○深川萬年橋景観重点地区における届出事項 

届出行為 届 出 対 象 

建築物の建築等 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替又は色彩の変更 

工作物の建設等 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替又は色彩の変更（広告塔・広告板は除く） 

（１）建築基準法施行令第１３８条に定める工作物（※） 

 ①煙突                   高さ ６m以上 

 ②ＲＣ柱・鉄柱・木柱            高さ１５m以上 

 ③装飾塔・記念塔              高さ ４m以上 

 ④高架水槽・サイロ・物見塔         高さ ８m以上 

 ⑤擁壁                   高さ ２m以上 

⑥昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの

（回転運動を有する遊戯施設を含む） 

築造面積１,０００㎡以上又は高さ１５ｍ以上 

⑦製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫その他これらに類するもの

築造面積１,０００㎡以上又は高さ１５ｍ以上 

（２）都市景観条例で定めるその他の工作物 

①垣・さく・金網・門・塀（建築物を除く）  高さ ２m以上 かつ 

長さ１０m以上 

②立体駐車場（建築物を除く）        高さ ６m以上 

③アンテナ                 高さ ６m以上 

④受水槽・冷却塔（建築施設を除く）     高さ ６m以上 

⑤橋梁その他これに類する工作物で河川などを横断するもの 

開発行為 開発区域面積５００㎡以上 

みどりに関する

事項（伐採・移植

を含む。） 

（１）土地の面積１００㎡以上の集団を形成している樹木 

（２）地上１５０cmの高さにおける幹の周囲が６０cm以上の樹木 

（３）高さ５ｍ以上ある樹木 

※架空電線路用並びに電気事業法第２条第１項第１０号に規定する電気事業者及び同項

第１２号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの（擁壁を含む）並びに電気通

信事業法第２条第５項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。 
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○深川萬年橋景観重点地区における景観形成基準（景観法第８条第３項第２号関係） 

 

１．共通事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．区域別事項 

 

 

（１）萬年橋周辺区域 

都市景観重要建造物がある萬年橋が美しく見えるようにし、萬年橋からの眺めを美し

くする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事項 基準

□隅田川テラスや小名木川・萬年橋通り・清洲橋など、周辺
　から萬年橋がきれいに見えるようにする。

□周辺の建築物等は、萬年橋からの眺めを考慮した高さや配
　置、デザインとする。

 歴史的・
 文化的資源

□芭蕉稲荷神社（芭蕉庵跡）、正木稲荷神社の周辺建築物等
　は、その雰囲気を壊さない配置やデザイン、色彩、建築素
　材などとする。

 緑化
□四季折々に楽しめる花木等を植えるなど、玄関先やバルコ
　ニー、路地に面した敷地を積極的に緑化する。

□建築設備などが直接見えないように工夫する。

□塀や外部階段などの工作物も、建物のデザインの一部とし
　た見せ方とする。

□萬年橋を始め、児童遊園や道路、河川護岸、水門など公共
　物のデザインは、景観の形成の目標を踏まえ、萬年橋との
　調和を図る。

□街路樹は萬年橋が美しく見えるようにする。

 萬年橋の眺望

 建築設備・工作物

 公共物

事項 基準

 歴史的・
 文化的事項

□建築物等の高さや配置、デザイン、色彩、素材等に配慮し
　歴史的・文化的な雰囲気との調和を図る。

 緑化
□四季折々に楽しめる花木等を植えるなど、玄関先やバルコ
　ニー、路地に面した敷地を積極的に緑化する。

□地区の魅力を妨げないように、建築設備などが直接見えな
　い工夫をする。

□外部階段などの工作物も、建物のデザインの一部とした見
　せ方とする。

□色彩は、７５ページまたは８０ページの色彩基準に適合す
　るとともに、周辺景観との調和を図る。

 建築物の高さ
□建築物等は通りに対して圧迫感を与えないように、デザイ
　ンや色彩、高さ、配置に配慮し、ゆとりのある空間を確保
　する。

 建築設備・工作物
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（２）萬年橋通り区域 

萬年橋へ続く通りであり、芭蕉記念館や箭弓稲荷神社などの景観資源と萬年橋の眺望

を楽しみながら歩ける通りにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）深川芭蕉通り区域 

芭蕉記念館へと続く通りであり、サクラ並木を生かしながら魅力的な通りにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事項 基準

□ゆとりある沿道空間を確保するため、萬年橋通りから萬年
　橋がきれいに見えるような建築物等の配置とする。

□デザインは萬年橋との調和を図る。

□四季折々に楽しめる花木等を植えるなど、玄関先やバルコ
　ニー、路地に面した敷地を積極的に緑化する。

□通り全体の植栽の連続性を確保する。

 歴史的・
 文化的資源

□芭蕉記念館、箭弓稲荷神社の周辺建築物等は、その雰囲気
　を壊さない配置やテザイン、建築素材などとする。

□建築設備などが直接見えないように工夫する。

□塀や外部階段などの工作物も、建物のデザインの一部とし
　た見せ方とする。

 建築物の高さ
□建築物等は通りに対して圧迫感を与えないような、高さや
　配置などとする。

□道路は、歩きやすさと全体の連続性を確保する。

□街路樹は、萬年橋が美しく見えるようにする。

 萬年橋の見せ方

 緑化

 建築設備・
 工作物

 通りのデザイン

事項 基準

 緑化
□街路樹のサクラ並木が映えるよう、玄関先やバルコニー、
　路地に面した敷地を積極的に緑化する。

 通りのデザイン
□サクラ並木の美しさが連続し、より魅力が高まるようなデ
　ザインとする。

 建築物のデザイン
 高さ

□サクラ並木の美しさが映えるような、建築物等のデザイン
　や高さ、配置とする。

 歴史的・
 文化的資源

□かつて「六間堀」や「猿子橋」があったことを大切にし、
　そうした地域の個性を生かしたまちなみとなるようなデザ
　イン、建築素材などとする。

□サクラ並木の美しさを妨げないように、建築設備が通りか
　ら直接見えないように工夫する。

□塀や外部階段などの工作物も、建物のデザインの一部とし
　た見せ方とする。

 建設設備・工作物
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（４）小名木川沿い区域 

心地よい水辺とみどりの空間にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）横綱通り区域 

相撲部屋がある通りであり、清洲橋をのぞむことができ、公園や路地がたくさんある。

人にやさしい触れ合いのある通りにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事項 基準

□四季折々に楽しめる花木等を植えるなど、玄関先やバルコ
　ニー、路地に面した敷地を積極的に緑化する。

□サクラ並木に対して調和のとれた植栽とする。

□水辺の散歩道や水門、河川護岸等の公共物のデザインは、
　サクラ並木等周囲の景観との調和を図る。

□水辺空間は人の回遊性の確保に努める。

□水辺の散歩道に面して建築設備などが直接見えないように
　工夫する。

□外部階段などの工作物も、建物のテザインの一部とした見
　せ方とする。

 建築物のデザイン
 高さ

□建築物等は水辺の散歩道に対して圧迫感を与えないように
　デザインや高さ、配置を考慮し、ゆとりのある水辺空間を
　確保する。

 緑化

 公共物

 建築設備・
 工作物

事項 基準

 歴史的・

 文化的資源

□相撲部屋や稲荷神社、清洲橋の眺望に配慮し、周辺建築物

　等は、その雰囲気を壊さないデザイン、建築素材などとす

　る。

 緑化
□四季折々に楽しめる花木等を植えるなど、玄関先やバルコ

　ニー、路地に面した敷地を積極的に緑化する。

□相撲部屋があるという地域の特性との調和を図るとともに

　安心して歩けるような道路デザインとする。

□公園も、通りとの関係に配慮したデザインとする。

□通りの魅力を妨げないよう、建築設備などが直接見えない

　ように工夫する。

□外部階段などの工作物も、建物のデザインの一部とした見

　せ方とする。

 建築物の高さ
□建築物等は通りに対して圧迫感を与えないように、高さや

　配置に配慮し、ゆとりのある空間を確保する。

 公共物

 建築設備・工作物


